
第一七一回 

参第二三号 

   会計検査院法の一部を改正する法律案 

 会計検査院法（昭和二十二年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第四節 検査報告」を 

「 第四節 検査報告  

 第四節の二 不当事項への対処に関する検査 」 

に改める。 

 第四条第一項を次のように改める。 

  検査官は、人格が高潔であり、検査官会議の権限に属する事項に関し公正な判断をす

ることができ、法律又は会計に関して優れた識見を有する者であつて、かつ、第二十二

条の規定により検査を受けるものの地位（検査官の職を除く。）に就いたことがある者

（その職務の特殊性を勘案して政令で定める者を除く。）以外の者のうちから、両議院

の同意を得て、内閣が任命する。 

 第四条第二項中「経る」を「得る」に、「両議院の同意を経ないで」を「同項に定める

資格を有する者のうちから」に改める。 

 第五条第三項中「満六十五才」を「満七十歳」に改める。 

 第十一条第八号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。 

 第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「うける」を「受ける」に改め、

同号の次に次の二号を加える。 

 四の二 第二十五条の規定により実地の検査をした事項及びその検査の結果 

 四の三 第三十条の四の規定による検査の結果 

 第二十九条第七号中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「その結果」を「同条

第二項の規定による検査の結果」に改め、同条第八号中「第三十六条」を「第三十六条第

一項」に、「その結果」を「同条第二項の規定による検査の結果」に改める。 

 第三十条の二中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「第三十六条」を「第三十

六条第一項」に改める。 

 第二章第四節の次に次の一節を加える。 

    第四節の二 不当事項への対処に関する検査 

第三十条の四 会計検査院は、不当事項（検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又

は不当と認めた事項として第二十九条の検査報告に掲記された事項をいう。以下この条

及び次条において同じ。）の是正、不当事項に係る不正な行為をした者の責任の追及そ

の他の不当事項への対処に関し、その状況の検査を行う。 

第三十条の五 前条の検査を受けるものは、会計検査院規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を会計検査院に報告しなければならない。 

 一 不当事項を是正するための措置の内容及び不当事項の是正に関する状況 



 二 懲戒の処分その他の不当事項に係る不正な行為をした者の責任を追及するための措

置の内容及びその実施に関する状況 

 三 その他前条の検査を行うために必要があるものとして会計検査院規則で定める事項 

 第三十一条第一項中「重大な」を削り、「当る」を「当たる」に改める。 

 第三十四条に次の二項を加える。 

  会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処に関

し、その状況の検査を行う。 

  第三十条の五（第二号を除く。）の規定は、前項の検査を受けるものについて準用す

る。この場合において、同条第一号中「不当事項を是正するための措置」とあるのは

「第三十四条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処」と、

「不当事項の是正」とあるのは「当該事項への対処」と、同条第三号中「前条」とある

のは「第三十四条第二項」と読み替えるものとする。 

 第三十六条に次の二項を加える。 

  会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項への対処に関

し、その状況の検査を行う。 

  第三十条の五（第二号を除く。）の規定は、前項の検査を受けるものについて準用す

る。この場合において、同条第一号中「不当事項を是正するための措置」とあるのは

「第三十六条第一項の規定により意見を表示し又は改善の処置を要求した事項への対

処」と、「不当事項の是正」とあるのは「当該事項への対処」と、同条第三号中「前

条」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。 

 第二章第六節中第三十七条の次に次の一条を加える。 

第三十七条の二 何人も、次に掲げる会計経理に関し、法令に違反する事実又は不当な事

実があると認めるときは、会計検査院に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとる

べきことを求めることができる。 

 一 会計検査院の検査を受ける会計経理 

 二 第二十三条第一項各号に掲げる会計経理（前号に該当するものを除く。） 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 

 （経過措置） 

第二条 この法律による改正後の会計検査院法（以下「新法」という。）第五条第三項の

規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に任命される検査官につ

いて適用し、施行日前に任命された検査官については、なお従前の例による。 

２ 新法第二十九条第四号の二の規定は、施行日の属する年度の翌年度以後の年度に国会

に提出される同条の検査報告について適用する。 

３ 新法第二十九条第四号の三及び第二章第四節の二の規定は、施行日の属する年度以後



の年度に国会に提出される同条の検査報告において検査の結果法律、政令若しくは予算

に違反し又は不当と認めた事項として掲記された事項について適用する。 

４ 新法第二十九条第七号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同

条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について適用し、施行日前

にこの法律による改正前の会計検査院法（次項において「旧法」という。）第三十四条

の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項については、なお従前の例による。 

５ 新法第二十九条第八号並びに第三十六条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同

条第一項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について適用し、施行日前

に旧法第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項については、なお

従前の例による。 

６ 新法第三十一条の規定は、施行日以後の事実に基づく国の会計事務を処理する職員に

係る懲戒の処分の要求について適用し、施行日前の事実に基づく国の会計事務を処理す

る職員に係る懲戒の処分の要求については、なお従前の例による。 



     理 由 

 会計検査の機能の強化を図るため、検査官の任命資格の整備及び定年の引上げ、実地の

検査の結果等の検査報告への掲記の義務付け、不当事項への対処に関する検査の制度の創

設、懲戒の処分を要求することができる場合の拡大並びに会計検査院に対する違法又は不

当な事実の申出による措置の要請の仕組みの創設等を行う必要がある。これが、この法律

案を提出する理由である。 


